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製 造 承 認 を 不 適 用
と す る 理 由

参 考 事 項

租税特別措置法第90条の６の２第１項の承認を受ける必要がなくなったので、次のとおり届出します。

製 造 承 認 を 不 適 用
とする石油アスファルト

等 の 種 別

□ 関税定率法別表第２７１３・２０号に掲げる石油アスファルト

□ 関税定率法別表第２７１３・１１号又は第２７１３・１２号に掲げる石油コークス不適用とする種別にチェックし
てください。

承 認 を 受 け て い た
石 油 ア ス フ ァ ル ト 等
の 製 造 に 用 い る
原 料 の 種 類
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